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１、令和５年１１月２１日、由利本荘市教育委員会定例会が、西目総合支所 ２階 第１会

議室に招集された。 

 

１、本日の出席委員は次のとおりである。 

１番 教育長 

２番 委 員 

４番 委 員 

５番 委 員 

 

１、教育委員会事務局より出席した職員は次のとおりである。 

教育次長 

教育総務課長 

主幹兼学校教育課長 

生涯学習課長 

北部学校給食センター所長 

中央図書館長 

本荘教育学習課長 

矢島教育学習課長 

岩城教育学習課長 

由利教育学習課長 

大内教育学習課長 

東由利教育学習課長 

西目教育学習課長 

鳥海教育学習課長 

書記（教育総務課参事） 

 

１、本日の会議の日程は次のとおりである。 

令和５年１１月２１日 午後１時２５分 開会 

日程第１ 会議録署名委員指名 

日程第２ 事務局報告 

日程第３ 議案審議 

議案第２６号 議会の議決に付すべき契約の締結について 

 議案第２７号 議会の議決に付すべき契約の締結について 

 議案第２８号 令和６年度由利本荘市立小・中学校教職員人事異動方針について 

日程第４ 報告 

 各課報告 

日程第５ その他 
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１、会議の顛末 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

開会（午後１時２５分、会議の開会を宣言） 

それでは、１１月の教育委員会定例会を開会します。 

それでは、日程に入らせていただきます。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。教育委員会

会議規則第１８条第２項の規定により、会議録署名委員に、

４番委員と５番委員を指名します。 

本日は、３番委員は、欠席となります。 

続きまして、日程第２事務局報告をお願いいたします。 

私からは２件報告させていただきます。 

１件目は、１１月８日から９日までの２日間の日程で大阪

府箕面市との中学生交流会が実施されました。生徒１０名が

参加しまして交流してきましたが、事故やトラブルもなく終

えることができました。先にご案内のとおりでありますが、

本日、１６時から生徒等からの報告会を予定しておりますの

でよろしくお願いします。 

２件目は、１１月１７日に開催されました市議会臨時会に

ついてであります。議事として正副議長の選挙及び常任委員

の選任、そして補正予算でありました。 

議長には長沼久利議員、副議長には佐藤健司議員になりま

した。常任委員についてはお手元に置かせていただいた一覧

表をご覧になっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

次に補正予算ですが、教育委員会関係では、新山小学校並

びに矢島小学校の建築主体工事のインフレスライド条項に

基づく増額、昨年授業中に倒れ死亡した生徒に係る死亡見舞

金が確定したことによる増額、電気料金の高騰による北部学

校給食センター委託料の増額でありますが、すべて原案どお

り承認されております。 

インフレスライド条項に関しましては、この後審議してい

ただく議案の中で詳しくご説明申し上げますのでよろしく

お願いします。 

私からは以上になります。 

ただいま事務局報告がありましたけれども、何かあります

でしょうか。（なし） 

それでは、次に進みます。日程第３議案審議に入ります。 

議案第２６号議会の議決に付すべき契約の締結について、

説明をお願いします。 

それでは、議案第２６号議会の議決に付すべき契約の締結
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教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

委員 

 

教育長 

委員 

 

について、説明いたします。 

先程、教育次長より報告ありました去る市議会臨時議会に

おきまして、新山小学校、それから矢島小学校の改築工事に

係る補正予算を議決していただいております。これを基に変

更契約をすることになり、市議会の議決を経るべき、変更契

約の締結についての原案を別紙のとおりとすることについ

て、教育委員会の議決を求めるものであります。提案理由と

いたしましては、繰り返しになりますが、新山小学校改築建

築主体工事の変更契約を締結するにあたり条例の規定に基

づき教育委員会及び市議会の議決を得ようとするものであ

ります。 

（議案第２６号議会の議決に付すべき契約の締結について、

を説明） 

これについて、質問等ありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。（なし） 

それでは、議案第２６号は、承認を得たものといたします。 

次に、議案第２７号議会の議決に付すべき契約の締結につ

いて、説明をお願いします。 

それでは、議案第２７号議会の議決に付すべき契約の締結

について、説明いたします。 

こちらの方は、矢島小学校の改築建築主体工事の請負契約

の変更に係るものであります。提案理由については、新山小

学校と同様でございます。 

（議案第２７号議会の議決に付すべき契約の締結について、

を説明） 

これについて、質問等ありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

比較的な問題なのですが、インフレスライド条項によるパ

ーセンテージは致し方ないのですが、新山小学校は約５％

位、矢島の方は１０％位上がっている。これは変更箇所が上

がっているから大きくなっているのか。 

矢島の方は基準日以降に係る骨組み、鉄骨に係る部分が多

くありましたので、その金額が大きく上がっているので、実

質矢島の方の工事費が上がっている状況になります。 

議会の方にもしっかり説明していただいた方が安全かと

思いますので、よろしくお願いします。 

他にありますでしょうか。 

防水工事がアスファルト防水からシート防水になったと

言うことですが、１ヵ月の遅れで対応できないと言うことで
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教育総務課参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

しょうか。低気温時でも何月まではアスファルト防水が可能

で、何月であればシート防水に変更しなければならいのか、

お聞きししたい。 

具体的に何月までということは確認しておりませんが、ア

スファルト工法の想定時期より２ヵ月程度遅れており、これ

から低気温になるためシート工法でないと影響が出てしま

う恐れがある。２ヵ月程遅れていますが、今後の工事で調整

することで、全体で１ヵ月の遅れで進めていきたい。躯体工

事が予定より遅れていて、寒い時期に入ってしまうため、工

法を変えたいという流れになります。 

結果的に工期は１ヵ月しか延ばしていませんが、アスファ

ルト工法の施工時期としては、措定より遅れていることに因

る工法変更となりますので、よろしくお願いします。 

私はシート工法になって良かったと思っています。なぜか

と言うと冬に凍結して漏れてしまう学校もあったので、最初

からシート防水だったら良かったなという思いもあり、何月

までなら良かったか聞きたかったのですが、シート防水にな

って凍結による水漏れの心配が無くて、かえって良かったな

とお話しを聞きました。ありがとうございました。 

ありがとうございます。今回の様々な工事に関して、働い

てくださっている方々の土日とか残業が非常に厳しい労務

管理になってきていますので、働き方改革が浸透していくこ

とにより工事が延びたり、色んなもので今までに無かった調

整がどうしても今後必要なってきていますので、難しいとこ

ろだなと思っています。よろしくお願いします。 

他にありますでしょうか。 

インフレスライド条項は、行政の事業だから適用されるの

か、それとも個人でも適用されるのかというところが少し疑

問で、私は個人契約であれば絶対許さないと思うのですが、

最初の見積りと大幅に違うとなると、入札とかあるので色々

難しい面もあると思うのですが、インフレスライド条項が行

政の事業だから適用されているのか、分かったら教えていた

だきたいのですか。 

工事の契約事項は、標準的に国が示したものを由利本荘市

で準用して使っているものでございまして、民間のものを見

たことがないので判断できないのですれども、恐らく民間さ

んの工事においてもこういった契約事項ルールというのは、

あるのではないかなと。そうでないと今の社会情勢に沿わな

いような不利益な施工を強いられる状況になりますので、恐
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委員 

 

 

教育次長 

 

 

 

委員 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

学校教育課長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

らく民間さんも国とかに準じた契約の仕方をしているので

はないかなと、推測で申しわけありませんけども思っている

ところです。 

ありがとうございます。私の取引相手もこちらに合わせて

くださっているのかもしれません。私も法令遵守していきま

す。 

いずれ契約書に添付される契約事項に基づいてというこ

となので、民間の契約書にもこういった内容の契約事項に綴

じられていると適用になる、綴じられていなければならない

ことになりますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございます。 

ほかによろしいでしょうか。（なし） 

それでは、議案第２７号は、承認を得たものといたします。 

次に、議案第２８号令和６年度由利本荘市立小・中学校教

職員人事異動方針について、説明をお願いします。 

それでは、議案第２８号令和６年度由利本荘市立小・中学

校教職員人事異動方針について、説明いたします。 

令和６年度由利本荘市立小・中学校教職員人事異動方針を

別紙案のとおり定めるにあたり、教育委員会の議決を求める

ものであります。提案理由については、令和６年度の定期人

事異動にあたり、本市の学校教育の発展向上を推進するとと

もに、教職員の資質の向上と適正配置を図るため、方針を定

めようとするものであります。 

（議案第２８号令和６年度由利本荘市立小・中学校教職員人

事異動方針について、を説明） 

これについて、質問等ありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。（なし） 

それでは、議案第２８号は、承認を得たものといたします。 

これで本日の議案審議については終わります。 

続きまして日程第４報告に入ります。各課より報告をお願

いします。 

（教育委員会関係主な工事の状況について報告） 

（市内小・中学校生徒指導関係事案一覧、令和５年度全国学

力・学習状況調査結果、令和５年度「中学生アカデミー」、

令和５年度「冬季教職員研修会」、令和５年度「中学生会議」

について報告） 

（六郷氏・岩城氏・打越氏入部４００年記念事業実施状況報

告、第１５回民俗芸能大会、令和５年度社会教育・生涯学習

関連の表彰について報告） 



6 
 

教育長 

 

教育総務課長 

 

 

学校教育課長 

 

 

生涯学習課長 

 

北部学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

中央図書館長 

 

 

本荘教育学習課長 

 

 

矢島教育学習課長 

岩城教育学習課長 

 

由利教育学習課長 

大内教育学習課長 

 

東由利教育学習課長 

 

西目教育学習課長 

 

鳥海教育学習課長 

 

教育長 

委員 

 

 

北部学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

 

 

ここまでについて、何かありますでしょうか。（なし） 

続きまして各課より事業・行事等の報告をお願いします。 

（事務の管理及び執行状況の点検・評価に係る意見聴取会、

第２回本荘東小学校開校準備委員会、第２回鶴舞小学校開校

準備委員会、教育委員会１２月定例会について報告） 

（箕面市中学生交流報告会、科学フェスティバル、秋田県学

習状況調査及び同採点委員会、中学生アカデミー、通学路安

全推進会議、小・中学校冬季休業について報告） 

（入部４００年記念特別展「六郷氏の足跡」、文化財保護団

体連合会歴史講演会、青少年問題協議会について報告） 

（米の食べ比べについて報告） 

（大人の社会科、図書館を使った調べる学習コンクール表彰

式、子どもの読書活動推進会議研修会、がん情報セミナー、

冬の読書教室について報告） 

（松ヶ崎地区文化祭、小友地区文化祭、南内越地区コミュ

ニティまつり、北内越地区文化祭、生涯学習講座、第３５

回本荘生涯学習創作展について報告） 

（温故会、歴史講演会について報告） 

（高嶺学級管外研修、岩城小中合同意見交換会、冬のわく

わく体験ワンディ、クリスマスおはなし会について報告） 

（由利公民館展示会、チビッ子公民館について報告） 

（大内地区ＰＴＡ連合会研究集会、健康づくり教室、大内地

区校長会、クリスマスミニコンサートについて報告） 

（第３２回高橋宏幸賞感想文感想画コンクール作品審査会、

表彰式、優秀作品展・原画展について報告） 

（和みのお皿づくり教室、生涯学習交流展、こどものつどい

について報告） 

（鳥海小学校創立１０周年記念式典、生涯学習講座、ちびっ

こ広場について報告） 

各課から報告終わりましたが、何かありますでしょうか。 

 北部学校給食センターについて質問なのですが、米の食べ

比べで一番おいしい状態で食べてもらいたいと思いますが、

どのように行っていますか。 

 米の食べ比べについては、８種類のお米について同じ白米

でも品種によって味が異なることを食育の体験として行っ

ております。炊飯について、一般的に品種によって水加減が

異なると言われております。北部センターでも大きな差異は

ありませんでしたが、水分調整をして提供したと学校栄養士

から報告を受けております。 
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教育長 

北部学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

 

 

 

委員 

北部学校給食ｾﾝﾀｰ所長 

 

委員 

教育次長 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認ですが、８種類のお米をどのように食べるのですか。 

給食だよりでその日に食べる米をお知らせしながら、別々

に８種類のお米を食べていただく。１２月に８種類から３品

種について名前を教えないで提供し、クラス毎に当てて全問

当たったクラスがデザートをリクエストできることとしてい

ます。 

この米の中にササニシキは入っていないのでしょうか。 

ＪＡさんのご協力をいただいて行っていますが、ササニシ

キは入っていません。 

ササニシキを育てている人がいないのでしょうね。 

多少いると思いますが、必要数確保することが難しいのだ

と思います。 

他に何かありますでしょうか。（なし） 

それでは、日程第５ その他に入ります。 

委員よりお願いします。 

 ありがとうございました。 

 少し話しがそれるのですけれども、県知事の発言でじゃこ

天がとてもはやっています。私はじゃこ天商法と言っている

のですけれども、よくピンチをチャンスにとは言うのですけ

ども、いやな思いをすることはどういうことをやっていても

あると思います。それを自分の中でどう消化するかというこ

とが多分一番大事で、私は行動力がある方でいろんなことに

ぶち当たっては当事者になってしまうことが多いのですけ

ども、きっとじゃこ天が売れたのは、愛媛県の知事のその後

の対応が良かったからということが一番要因ではないかな

と思います。あれで普通に怒ったりとか、いやな発言をして

いたら誰も共感しなかった。秋田の人も愛媛の知事のファン

になっている人が多いくらいのそういった印象を受けまし

た。こうしたイベントや学校の運営の仕方もそうなのです

が、やはり問題は絶対に起こるのですよね。起こらないこと

は無くて、未然に防げれば一番良いのですけれども、何か起

きたとき、未然に防がなければいけないことが起きたとき

に、どういう風な対応をすると一番みんなが気持ち良く、良

い方向に向かえるのかなという風に考えるのが、一番良いの

だなと考える１カ月でした。 

きっとイベントとかも、今迄あった素晴らしいイベントも

もちろん継続していかなければならないし、新しく取り入れ

ていきたいことも沢山あるしという中で、色んな壁にぶつか

ることがあるのかなと思いますが、皆さんの頑張りは、資料



8 
 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を見ているだけでも伝わって来るので、きっと現場に行った

らもっと私も感じることがあるなと思って、頑張って時間を

見て色んなイベントに顔を出したいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 秋田県として、この北部学校給食センターの子供達の米へ

の関心を高めるというこの取り組みは、すばらしい取り組み

だと感じました。本来は炊きあがってくる途中の香りが色ん

な米の香りが違っていて、それを感じさせたいところであり

ますけれども、それでも自校給食でないのに、このような子

供達を刺激するような色んな取り組みを給食センターでや

っていただけることは、本当にすごいことだと思います。そ

して何より子供達に、ご褒美でデザートをリクエストができ

るということは、きっと子供達の心をギュッとわしづかみす

るのではないかと思います。秋田県の子供達として、米に関

心の高い子供達が育って欲しいと思います。ありがとうござ

います。 

皆さん今日はありがとうございました。 

先月は休ませていただきまして、申し訳ありませんでした

が、その後の報告も沢山あって大変うれしく思っておりま

す。 

特に４００年の事業に関しまして、皆様方この１年間大変

お疲れ様でした。あともう少しで終わるようでございまし

て、１２月１９日の有鄰館での前教育次長のお話しが最後の

ようでございます。実は私も２回ほど前教育次長のお話を聞

いているのですが、大体どこも３０分程度で時間が終わって

しまうものですから、全部話ができないと言われておりまし

て、どのくらいかかるかわかりませんが、フルで聞いてみた

いと思ったところです。でも４００年は終わりましたが、や

はり由利本荘の歴史というものを子供達にこの後も伝えて

行きたいという点はありますので、特設コーナーは必要あり

ませんが、やはり学校においてもこの由利本荘の歴史という

ものをもう少しコーナー的に継続的に置いても良いのでは

ないかと思いますし、図書館の方でも引き続きお願いできれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いします。 

もう一つは、鳥海の方の生涯学習講座で、大内や西目から

も参加あったという風に伺いました。これはとっても良いこ

とですので、外から参加可能なような講座に関しましては、

このようにお互いに行き来できる状況をもっと広く作って

もらっても良いのではないかなと思います。例えば広報にも
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書いているのでしょうけども、各公民館におきましても、外

の公民館でこのような行事がありますということを今後 1 カ

月、２カ月位の行事を掲示してもらって、それを見た地域の

人達がそちらに連絡しながら参加できるようなこと。特に子

供の行事は場所によっては参加が少ない地域、多い地域があ

ります。予算の問題もあると思いますが、ほかの地域に参加

できれば、もっともっと地域間の交流も深まるし、大人も子

供も様々な経験ができて更に豊かになるのではと思います

ので、もし可能であれば、ひと手間ではございますがお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。この間も４

００年の行事で各場所に案内図を置いていただいて、参加者

が少し増えたと伺ったものですから、それも良いかと思いま

したので、よろしくお願いします。 

 私の方から一つだけ。鳥海小学校の開校１０周年、それか

ら鶴舞小学校１５０周年がありました。その中で、子供達が

校歌をものすごく一生懸命歌っていて私は感動しました。去

年新山小学校の校舎改築の記念式典があったときに、新山小

学校の子供達は数年ぶりに校歌をみんなで歌ったと言って

いました。今までのこのコロナの中で色んなことが制限され

ていて、一緒にやる喜びというのが子供達の中にすごく今年

はできて喜んでいて、それが非常にうれしかったなと思いま

す。皆でやる喜びというのは、学校だけではなく生涯学習に

も通じるものではないかなと思います。公民館で色んな事業

を行っていますけども、それに色んな人が参加して、そこで

喜びを見出していくということが、市としてとても大きいこ

とになるのではないかと思いますので、各学校、各教育学習

課で色んなことをやってくださっていることは非常にあり

がたいことだと思いますし、よろしくお願いします。 

 以上をもちまして、由利本荘市教育委員会１１月定例会を

閉会いたします。 

 

閉会（午後３時００分、会議の閉会を宣言） 

  

 


